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２０１２年度第２回 町田市住居表示整備審議会 会議録 

 

[開催日時 ] ２０１３年２月１９日(火) 午後２時００分～２時４０分 

[開催場所 ] 町田市役所本庁舎５階 ５－４会議室 

[出席状況 ] １号（市議会の議員）：宮坂委員、熊沢委員 

２号(市の副市長)：加藤委員 

３号(学識経験者)：中田委員[会長] 

４号(公共団体等の役員)：武智委員(代理）、原委員(代理)、松尾

委員[副会長] 

髙橋幹事(政策経営部長) 、水越幹事(財務部長)、平野幹事(市民

部長)、吉原幹事(都市づくり部長) 

事務局職員６名 

[公開又は非公開] 公開 

[ 傍 聴 者 ] ０名 

[ 議 題 ] ①住居表示を実施する区域について 

②①で定める区域の町の区域について 

③②で定める区域の町の名称について 

[ 結 果 ] すべて原案のとおり可決 

[ 議 事 ] 

1. 諮問事項 

■事務局より諮問事項について説明 

■質疑 

・成瀬何丁目と西成瀬何丁目の町名について 

熊沢委員： 今まで木曽では西・東で三丁目、四丁目くらいまででしたが、成

瀬では成瀬は八丁目まであり、西成瀬は三丁目までになっている

のは、何か理由があるのですか。 

事 務 局： 成瀬の町区域を考えたときに８つの町区域になり、住居表示の考

え方として、以前までは同じ名前の町は６丁目までという考えで

やっていましたが、今の基準では八丁目までつけられるなかで、

西成瀬になる予定の区域の住民からの、西成瀬でまとまるのはこ

の区域だといったご意見や、成瀬街道より南側の区域の方の意見

として、西成瀬より成瀬のほうがよいといったご意見があり、八

丁目までで収まるため、バランスよりも地元の意向を優先したか

たちになっています。 
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・高ヶ坂何丁目の町の読み方について 

熊沢委員： よく「こがさか」と「こうがさか」という話を聞きますが、資料

の通り「こがさか」でよいのですか。 

事 務 局： 現在総務省に町の名前として届け出ているものにふり仮名が振っ

てあり、それによると「こがさか」になっており、現在の読み方

としても「こがさか」を使用しております。また、能ヶ谷のとき

もそうでしたが、住民票や戸籍で作業上小さな「ヶ」になってい

ないということがありますが、今回も漢字については小さな「ヶ」

を使うということと、読み方は「こがさか」ということで、市民

懇談会の中では意見はありませんでした。 

熊沢委員： 「あさひまち」と「あさひちょう」や「やまざき」と「やまさき」

のように、地名というのは歴史的な背景があってにごったりにご

らなかったりするので、地域によって違和感を感じる方がいると

思うので、「こがさか」と「こうがさか」についてもしっかりと調

整してもらいたいです。 

中田会長： それに関して、歴史研究家の意見ではにごる、にごらないという

のはわからないということですが、地方自治法２６０条の告示で

ふり仮名が振ってあるとそれが唯一公式ということになりますが、

「こがさか」、「こうがさか」についてはもう心配の余地はないと

いうことでよろしいですか。 

事 務 局： 私どもとしましては、市民懇談会の中で町内会自治会を通してか

なり回覧をまわしている中で、そういうご意見がないということ

で、公示後も特に問題ないと考えております。 

・成瀬の町区域について 

中田会長： 成瀬の町区域で、事務局の案としては当然都市計画道路町３・４・

３２で分ける提案だったのではと感じたのですが、修正したので

すか。 

事 務 局： 最初は南北に続く都市計画道路で分ける案としていましたが、高

架になっており、連続性があることやまとまった団地であるとい

う意見がある中で修正しております。 

・東西南北が町名につく場合について 

中田会長： 町田市の地名をみると金森東、木曽西、木曽東があり、南成瀬、

今回の西成瀬がありますが、町名に東西南北をつけるときに、町

田市としての方針はあるのでしょうか。また、今回成瀬西ではな

く西成瀬となったいきさつについて説明してください。 

事 務 局： もともと西成瀬という名前を使っている町内会があります。そし
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て西成瀬二丁目となる区域の北側部分につきましては、成瀬西土

地区画整理組合が事業をやった所になるので、西成瀬か成瀬西と

いう中で、南成瀬がすでにあったことなどがあり、西成瀬としま

した。現在東西南北を頭につけるか、後ろにするかというのは場

所によって違います。前についても後ろについても、新しい町と

して分かりやすい表現になるということであれば、住んでいる方

が受け入れられるということを優先したいと考えており、どちら

にするという方針はありません。 

■議決 

中田会長： それでは今日の諮問事項、住居表示を実施する区域、２つ目が町

の区域、３つ目としてその区域につけられた名称、その３点につ

いて、当審議会は原案どおり可決したということでよろしいでし

ょうか。 

（異議なし） 

中田会長： ありがとうございます。それではそのように市長には答申いたし

ます。 

 

2. 報告事項 

（事務局より町区域の変更について報告） 

中田会長： 報告についてご質問はありますか。なければ報告は受けたという

ことで。これで本日の審議は以上になります。 

事 務 局： 本日可決いただきました内容は市長に答申いたしまして、６月議

会に上程したいと思います。また、関係機関の皆様には、実施に

向けましてさまざまなご協力をいただくと思いますので、そのと

きはどうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうござい

ました。 


